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法務大臣臨時記者会見の概要

令和2年1月9日 （木）

先ほど，国外逃亡したカルロス・ゴーン被告人が記者会見を行いましたが，

今回の出国は犯罪行為に該当し得るものであり，彼はICPOから国際手配

されていることを忘れてはならないと思います。

ゴーン被告人は我が国における経済活動で， 自身の役員報酬を過小に記載

した有価証券報告書虚偽記載の事実のほか， 自己が実質的に保有する法人名

義の預金口座に自己の利益を図る目的で日産の子会社から多額の金銭を送金

させた特別背任の事実などで起訴されております。

ゴーン被告人に嫌疑がかけられているこれらの経済犯罪について，潔白だ

というならば， 司法の場で正々堂々と無罪を主張するべきと思います。

（※）

ところが， ゴーン被告人は，裁判所から，逃げ隠れしてはならない，海外

渡航をしてはならないとの条件の下で， これを約束し，保釈されていたにも

かかわらず，国外に逃亡し，刑事裁判そのものから逃避したのであって， ど

の国の制度の下であっても許されることではございません。しかも，それを

正当化するために，国内外に向けて，我が国の法制度やその運用について誤

った事実を殊更に喧伝するものであって，到底看過できるものではございま

せん。

我が国の刑事司法制度は，個人の基本的人権を保障しつつ，事案の真相を

明らかにするために，適正な手続を定め，適正に運用されております。

そもそも，各国の刑事司法制度には，様々な違いがございます。例えば，

被疑者の身柄拘束に関しては，間口を広く，無令状で逮捕できる国もござい

ますし，我が国で被疑者を逮捕するに当たっては，現行犯逮捕等の非常に限

定的な場合を除いて，捜査機関から独立した裁判官による令状の発付を得な

ければ，捜査機関が勝手に逮捕するということはできなくなっております。

このように身柄拘束は間口を非常に狭く，厳格なものとしているわけでござ

います。

このように刑事司法制度は，各国の歴史や文化によって，そして長期間に

わたる各国の努力によって形成されてきたものであり，各国の司法制度に一

義的な優劣があるわけではなく， ある一面のみを切り取って批判をするとい

うことに，私は違和感がございますし，適切ではないと考えております。

身柄拘束に関する不服申立て制度も我が国にはございます。罪証隠滅のお
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それがなければ妻との面会なども許されます。全ての刑事事件において，被

告人に公平な裁判所による公開裁判を受ける権利が保障されております。

そして，我が国は， これまでの警察や検察などの捜査機関， 司法関係者，

そして国民の皆様の努力により， これまで積み上げられてきた制度によって，

犯罪の発生率は国際的に見ても非常に低く，世界一安全な国といってもよい

と考えております。

もちろん，様々な御指摘があることは承知しております。それらについて，

これまでも見直しを行い改革をしてまいりましたし，今後も見直しを不断に

していく努力は惜しまないものでございます。

我が国の刑事司法制度が世界中の方々に正しく理解していただけるよう，

今後も情報を発信し，疑問にお答えをしていくつもりでございます。

ゴーン被告人においては，主張すべきことがあるのであれば，我が国の刑

事司法制度において，正々堂々と，公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望

みます。

政府としては，関係国，国際機関とも連携しつつ，今後も粘り強くあらゆ

る手を尽くしてまいります。

(※）法務大臣の発言においては， 「無罪を証明」とありましたが， 「無罪

を主張」と発言しようとして誤ったものであり，訂正しています。

《カルロス・ゴーン被告人の記者会見に関する質疑について》

【記者】

先ほどのゴーン被告人の会見を御覧になって，改めて大臣の所感をお聞か

せください。

【大臣】

ゴーン被告人の記者会見を全て見ておりましたが， まず，私が冒頭申し上

げましたとおり， ゴーン被告人は保釈中に国外に不法な手段で逃亡したもの

であって， これは犯罪に該当し得るものでございます。あの記者会見の中で

どなたかが， 「あなたは日本の法律に違反したから， ここにいるのではない

ですか」と質問をして， ゴーン被告人はそれに答えられずにおりましたが，

その質問者の言うとおりだと思います。

また， ゴーン被告人が我が国の司法制度について，批判的な見解を述べて

おりましたが， それらは正当な批判ではないと，一方的なものであると考え

ますし，その批判をすることによって自らの逃亡が正当化されるものではな
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いと考えております。

【記者】

ゴーン被告人が勾留中や保釈中に妻のキャロル・ナハス容疑者との面会を

原則禁止されていたことについて，様々な批判を述べていました。これにつ

いて大臣の御意見をお聞かせください。

【大臣】

個別事件に関わる捜査中の事柄ではございますが，一般論として申し上げ

れば，先ほど申し上げましたとおり，罪証隠滅のおそれがなければ，一般的

には妻との面会は認められるものでございます。

なお，検察当局において， 「ゴーン被告人が約130日間にわたって逮捕

・勾留され， また，保釈指定条件において妻らとの接触が制限されたのは，

現にその後違法な手段で出国して逃亡したことからも明らかなとおり， ゴー

ン被告人に高度の逃亡のおそれが認められたこと， また，妻自身がゴーン被

告人がその任務に違背して日産から取得した資金の還流先の関係者であると

ともに， その妻を通じてゴーン被告人が他の事件関係者に口裏合わせを行う

などの罪証隠滅行為を現に行ってきたことを原因とするもので， ゴーン被告

人自身の責任に帰着するものである」などのコメントを出しているものと承

知しております。

【記者】

日本の報道は，ほとんど捜査関係者を情報源として，防犯カメラの映像か

らゴーン氏の足取りを追って，例えば，箱に入って二人のアメリカ人に助け

られて関空から出たと， ほとんど同じ内容で報道をしているのですが， この

報道の内容は， 当局としてほぼ間違いないと認められますでしょうか。

【大臣】

これは捜査中の事柄でございまして，先ほど申しましたように，何らかの

不正な手段で出国した， ということは明らかになっております。なぜならパ

スポートで出ていないというわけでございますので，何らかの不法な手段で

出た， その場合には，不法出国罪，密出国罪という犯罪行為に当たり得るも

のですから，捜査又は調査しているわけでございます。今，捜査中の事柄に

ついて，法務大臣の私がコメントすることは差し控えさせていただきます。

これは他の犯罪でも同じことでございまして， そこは申し訳ないのですが，
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私からのお答えはしかねるということで御理解いただければと思います。

【記者】

ゴーン氏の批判が誤っているとおっしゃいましたが， どこが誤っているん

でしょうか。

【大臣】

ゴーン被告人が日本の司法制度について，様々な御批判をされましたが，

それについては，誤っている事柄が多いと思います。先ほど申しましたよう

に日本の司法制度は，人権が保障され，そして，捜査機関は適正に捜査をし

ております。また，身柄拘束のことについて言えば，勝手に捜査機関が身柄

を拘束するということはできず，捜査機関から独立した裁判所が判断をし，

その時に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるかどうかということを審査

した上で，令状が発付されなければ，捜査機関は身柄拘束できません。その

ようなことについて，誤った事実を述べていると思います。

【記者】

ゴーン氏は令状が必要ないとは言っていないと思いますが。

【大臣】

令状が必要ないとは言っておりませんが， ゴーン被告人の今日の発言内容

を見ますと， 「全く適正な手続を経ずに」というような御発言があったと思

います。私どもは法に貝llつた，法に記載されている適正な手続で行っており

ますので，例えば，全く法律に書いてもいない事柄で，不意討ち的に行って

いるとか，人権が全く保障されない形で行っているというようなことは当た

らないと申したいと思います。

【記者】

先ほど大臣は， 「逃亡によって罪を犯したことを会見で問われるとゴーン

氏が返答に窮していた」とおっしゃっていましたが，拝見していた時には，

日本の検察の違法なメディアへのリークについて返答されていて，暗に自分

が罪を犯した一方で，検察も同様の， より多くの違法なことをしているので

はないかということを批判されてましたけれども， こちらのコメントに対す

る大臣の受け止めをお願いします。
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【大臣】

先ほど申し上げましたのは， 日本の法律に違反したからあなたはここにい

るのではないですか， ということに対して，ストレートに回答していないと

私は受け取ったのですが，会見の直後ですし， もしそこに誤解があったので

あれば申し訳ございませんが，今の質問は，それとすれ違いでゴーン被告人

が述べられたことについての質問だと思います。そこのところは，私はまだ

よく分析をしておりませんので， また分析をした上でお答えしたいと思いま

す。

(以上）
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以下のとおり，依頼があったので，所要の作業を行いたい。

漢
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I令和2年'月9日(木）

先ほど,国外達亡したカルロス･ョｰﾝ敏告人が函会見を行いましたが.今回の出国は犯扉行盆に酸当し得るもので

あり,彼はICPOから国障手配されていることを忘れてはならないと思います。

ゴ~彼告人は我が画における経済活助で,自身の役貝報閑を過少に記載した有価証野報告害虚偽唾の事実のほ

か‘自己が実馳に保有する法人名麓の預金口座に自己の利益を図る目的で日産の子会社から多額の金銭を送金さ

せた特別背任の事実などで起翫されております．

ゴーン被告人に嫌疑がかけられているこれらの鮭済犯屍について,潔白だというならば′同法の増で正々堂々と焦罪を

主張するべきと思います｡(漁）

ところが,コｰﾝ彼告人は,麟判所から,途げ■れしてはならない，海外達航をしてはならないとの条件の下で,これを

約束し,保釈されていたにもかかわらず,国外に逸亡し,刑事敏判そのものから遥避したのであって,どの■の鯛度の下
であっても酢されることではございません｡しかも.それを正当化するために,■内外に向けて,曇が国の法個度やその

速用について膜つた事実を殊画こ唾伝するものであって,圃底忠過できるものではございません。

我が国の刑事司法el壷は,僅人の基本的人椎を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,適正な手錬を定め,

遭正に返用されておりますp

そもそも,各国の刑車司法劇度には,様々な遠いがございます｡偶えば,披疑者の身柄拘束に贋しては，間口を広く，

傭令状で逮捕できる国もございますし,我が■で披疑者を逮捕するに当たっては,現行犯逮捕等の昨常に限定的な嶋合

を除いて,捜壷檀圃から独立した麓判官による令状の発付を得なければ’捜垂機圏が酔に逮捕するということはできな
くなっております｡このように身柄拘束は間口を非議に狭く,厳絡なものとしているわけでございます。

このように刑事司注劃匿は,各図の歴史や文化によって‘そして長期岡にわたる各国の野力によって形鍵れてきたも

竪挫豊聖ﾖ罰噛冒g壁轄鯉鷲塑錐<･ある-画のみを切り取つび壇蜜するということに'私
は遥和壷がございますし,■切唇iよないと考えております。

身柄拘束に関する不服申立て制度も我が国にはございます.卵旺阻麓のおそれがなければ妻との園会なども杵されま
す｡全ての刑事亭件において,彼告人に公平な鮫判所による公開裁判を受ける椎利が保障されており封。
そして,我が国は‘これまでの警察や検察などの捜杏単閏,司法関係者,そして国民の皆様の努力Iこより｡これ錘稜

み上げられてきた劇度によって,犯罪の発生率は国底的に見ても非常に低く‘世界一安全な■といってもよいと考えてお

ります。

もちろん,様々な御指摘があることは承知しております｡それらについて‘これまでも見直しを行い改革をしてまいりまし

たし,今後も旦直l"を不断にしていく努力は借しまないものでございます。

我が国の刑事阿法創度が世界中の方々に正しく理解していただけるよう,今後も桧報を発信し,疑問にお答えをしてい

くつもりでございます。
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コｰﾝ被告人においては,主墨すべきことがあるのであれば,我が■の刑事同法創度において･正々堂々と,公平な敏
判所の判断を仰ぐことを強く重みます｡ 1

政府としては,関係国,国瞭機関とも連携しつつ,今後も粘り強くあらゆる手を尽くしてまいります。
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【配者】

先ほどのゴーン被告人の会見を御魔になって,改めて大臣の所感をお聞かせく麓さい。

【大臣】 、

コｰﾝ彼告人の睡考全□ず全て見ておりましたが,まず,私が■頭申し上げましたとおり‘コｰﾝ敏告人は保釈中I傘
外に不法な手段で逃亡したものであって‘これは犯邪に麟当し鱸ものでございます｡あの配者会見の中でどなたか

が,rあなたは日本の注樟に違反したから,ここにいるのではないですか｣と質岡をして,ゴーン枚告人はそれに答えら

れずにおりましたが,その質問者の言うとおりだと思います．

また,ゴーン披告人が我が■の両法剰度について,批判的な見解を述べておりましたが,それらは正当な批判ではな

いと,一方的なものであると考え蔵し,その批料をすることによって自らの適亡が正巌化されるものではないと考えて
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【麗者】

ゴーン披告人が勾目中や保釈中に妾のキャロル･ナハス容鷹者との面会を原則舗止されていた連とについて,様々な

批判を述べていました｡これについて大臣の御童見をお岡かせください。

【大臣】

但嗣事件に関わ轟樺春中の事柄ではございますが,一般砿として申し上げれば,先ほど申し上げましたとおり,鳳歴

唾のおそれがなければ,一舷的には妻との面会は唾められるものでございます。

なお,検察当局において,『ゴーン彼告人が約130日間にわたって逮捕･勾留され’また,保釈指定粂件において妻ら

との接触が制限されたのは,現にその後連濫な手段で出国して遜亡Lたことからも明らかなとおり,ゴーン披告人に夷
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度の逃亡のおそれが犀められたこと,また,養自島がゴ→歓告人がその任務に違背して日産から取得した資金の速

琉先の囲係者であるとともに,その妻を通じてゴｰﾝ被告人が他の事件関係者に口座合わせを行うなどの罪鉦駆滅行

為を現に行ってきたことを原因とするもので,ゴーン披告人自身の責任に帰増するものである』などのｺﾒﾝﾄを出してい

るものと承知しております。

【観者】

日本の転道は,ほとんど捜査関係者を棺報庖として,防犯ｶﾒﾗの映像からゴｰﾝ氏の足取りを追って,例えば,鰭に
入って二人のアメリカ人に助けられて凹堕から出たと,ほとんど同じ内容で報逝をしているのですが,この■通の内容

は,当局としてほぼ間違いないと巴められますでしょうか。

【大臣】

これは捜垂中の事柄でございまして,先ほど申しましたように,何らかの不正な手段で出国した,という昼とは明らかに

なっております.なぜならパスポートで出ていないというわけでございますので,何らかの不法な手段で出た,その堰合

には,不法剛臣卑,声淵匡皿という犯罪行島に当たり得るものですから,捜査又は餌査しているわけでございます｡今，

捜査中の事柄について,法務大臣の黙献ｺﾒﾝﾄすることは差し控えさせていた槌きます｡これは他の犯罪でも問じこと

でございまして,そこは申し駅ないのですが,私からのお答えはしかねるということで御理解いた桧Iﾅれぱと思います。

【配者】

ゴーン氏の批判が膿っているとおっしゃいましたが.どこが膜っているんでしょうか。

【大臣】

ゴーン被告人が日本の司法制度について,様々な御批判をされましたが,それについては,瞑っている事柄が多いと

思います｡先ほど申しましたように日本の司法制度は,人椎が保障され,そして,捜査槍凹は適正に捜査をしておりま

す｡また,身柄拘束のことについて言えば,酔に捜壷模関が身桶を拘東するということはできず,捜在概関から独立し

た醸判所が判断をし,その時に配虹哩述のおそれや適亡のおそれがあるかどうかというこ壁審査した上で,令状が発

付されなければ,鍾審漣四I士身柄拘束できません｡そのようなことについて,鵠つた事実を述ぺていると思います。

【記者】

ゴーン氏は令状が必要ないとは意っていないと思いますが。

【大臣】

令状が必要ないとは倉っておりませんが.コｰﾝ彼告人の今日の発首内容を見ますと, ｢全く適正な手観を経ずに』と

いうような御発衝があったと思います｡私どもは法に則った,法に記載されている遭正な手続で行っておりますので,例

えば,全く法律に害いてもいない事柄で,不意肘ち的に行っているとか,人権が全く保障されない形で行っているという

ようなことは当たらないと申したいと思います。

【配者】

先ほど大臣は,r逃亡によって扉を犯したことを会見で問われるとゴｰﾝ氏が返答に廟していた』とおっしゃっていまし

たが,拝見していた時には,日本の検察の玉法なメディアへのリークについて返答されていて.暗に自分が卵を犯した

一方で’検察も同様の,より多くの逮法なことをしているのではないかということを批判されてましたけれども,こちらのコ

メントに対する大臣の暴け止めをお願いします。

【大臣】

先ほど申し上げましたのは！日本の法律に達反したからあなたはここにいるのではないですか!ということに対して,ｽ

ﾄﾚｰﾄに回答していないと私は受け取ったのですが,会見の直後ですし,もしそこに誤解があったのであれば申し眼ご

ざいませんが,今の質問は,それとすれ違いでゴーン被告人が述べられたことについての貢問だと思います｡そこのと

ころは,私はまだよく分祈をしておりませんので‘また分析をした上でお答えしたいと思います。

(以上）
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先ほど,国外遮亡したカルロス･ゴーン被告人が配者会見を行いましたが,今回の出国は犯罪行為に骸当し得るもので

あり,彼iaCPOから国際手配されていることを忘れてはならないと思います。

ゴーン被告人は我が国における経済活動で,自身の役艮報薗を過少に配載した有価証券報告害虚偽配軟の事実のほ

か,自己が実質的に保有する法人名稜の預金口座に自己の利益を図る目的で日産の子会社から多額の金銭を送金さ

せた特嗣背任の事実などで起豚されております。

ゴーン被告人に嫌疑がかけられているこれらの経済犯罪について,潔白だというならば,司法の場で正々堂々と嫉罪を

主張するべきと思います。(※）

ところが,ゴーン被告人は,裁判所から,逃げ図れしてはならない,海外渡航をしてはならないとの条件の下で,これを

約束し､保釈されていたにもかかわらず,国外に逃亡し’刑事裁判そのものから遮避したのであって‘どの国の制度の下

であっても貯されることではございません｡しかも,それを正当化するために,国内外に向けて,我が国の法制度やその

運用について膜つた事実を殊更に喧伝するものであって.到底看過できるものではございません。

愛が国の刑事司法制度は,個人の基本的人椎を保障しつつ,事案の真相を明らかにするために,通正な手続を定め，

適正に運用されております。

そもそも,各国の刑事司法制度には,様々な違いがございます｡例えば,被疑者の身柄拘束に関しては,間口を広く，

燕令状で逮捕できる国もございますし,我が国で彼疑者を逮捕するに当たっては,現行犯逮捕等の非常に限定的な堰合

を除いて.掩害樋凹から独立した鮫判官による令状の発付を得なければ,捜杏樫固が醗手に逮捕するということはできな

くなっております｡このように身柄拘束は間口を非常に狭く‘厳格なものとしているわけでございます。

このように刑事司法制度は,各国の歴史や文化によって,そして長期間にわたる各国の努力によって形成されてきたも

のであり.各国の司法制度に一麓的な優劣があるわけではなく,ある一面のみを切り取っ錘判をするということに,私は

逮和感がございますし,遼切ではないと考えております。

身柄拘束に関する不服申立て制度も我が国にはございます｡罪鉦隠滅のおそれがなければ妻との面会なども隣されま

す｡全ての刑事事件において,被告人に公平な裁判所による公開戯判を受ける権利が保障されております。

そして,我が国は,これまでの警察や検察などの捜査機関,司法関係者,そして国民の皆様の努力により,これまで積

み上げられてきた制度によって,犯罪の発生率は国際的に見ても非常に低く,世界一安全な国といってもよいと考えてお

ります。

もちろん,様々な御指摘があることは承知しております｡それらについて,これまでも見直しを行い改革をしてまいりまし

たし,今後も見直しを不断にしていく努力は惜しまないものでございます。

我が国の刑事司法制度が世界中の方々に正しく理解していただけるよう,今後も情報を発信し,疑問にお答えをしてい

くつもりでございます。

ゴーン械告人においては,主盟すべきことがあるのであれば,窪が国の刑事司法制度において,正々堂々と.公正な裁

判所の判断を仰ぐことを強く望みます。

政府としては‘関係凰国暗機関とも連携しつつ,今後も粘り強くあらゆる手を尽くしてまいります。
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(※>法務大臣の発言においては‘ 「無罪を鉦明｣とありましたが, r無罪客土砺止発言しようとして膜つたものであり,訂正

しています。

|ｶﾙﾛｽ･ゴｰﾝ被告人の記者会見に関する質疑について

【配者】

先ほどのゴーン被告人の会見を御覧になって,改めて大臣の所感をお聞かせください。

【大臣】

ゴーン被告人の配者会見を全て見ておりましたが,まず,私が■頭申し上げましたとおり,ゴーシ被告人は保釈中に国

外に不法な手段で逸亡したものであって,これは犯罪に骸当し得るものでございます｡あの記者会見の中でどなたか

が, 「あなたは日本の法律に逮反したから,ここにいるのではないですか｣と質問をして,ゴーン被告人はそれに答えら

れずにおりましたが,その質問者の首うとおりだと思います。

また,ゴーン被告人が我が国の司法制度について,批判的な見解を述ぺておりましたが,それらは正当な批判ではな

いと,－方的なものであると考えますし,その批判をすることによって自らの逸亡が正当化されるものではないと考えて

おります。

【妃者】

’ ’
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ゴーン被告人が勾留中や保釈中に嚢のキャロル･ナハス容疑者との面会を原則禁止されていたことについて,様々な

批判を述べていました｡これについて大臣の御意見をお聞かせください。

【大臣】

個別事件に関わる捜査中の事柄ではございますが,一般駒として申し上げれば,先ほど申し上げましたとおり,罪鉦

隠滅のおそれがなければ,一般的には妻との面会は腿められるものでございます。

なお,検察当局において, 『ゴーン被告人が約130日間にわたって逮捕｡勾留され,また,保釈指定条件において秦ら

との接触が制限されたのは,現にその後違法な手段で出国して逃亡したことからも明らかなとおり.ゴーン被告人に高

度の遥亡のおそれが鹿められたこと.また‘妾自身がゴｰﾝ被告人がその任務に違背して日産から取得した資金の還

流先の関係者であるとともに,その妻を通じてゴーン被告人が他の事件関係者に口裏合わせを行うなどの罪鉦隠滅行

為を現に行ってきたことを原因とするもので,ゴーン被告人自身の責任に帰着するものである｣などのコメントを出してい

るものと承知しております。

【記者】

日本の報道は,ほとんど捜査関係者を楕報源として,防犯ｶﾒﾗの映像からゴーン氏の足取りを追って,例えば,箱に

入って二人のアメリカ人に助けられて関空から出たと,ほとんど同じ内容で報道をしているのですが,この報遺の内容

は,当局としてほぼ間違いないと罷められますでしょうか。

[大臣】

これは捜査中の事柄でございまして,先ほど申しましたように,何らかの不正な手段で出国した,ということは明らかに

なっております｡なぜならパスポートで出ていないというわけでございますので,何らかの不法な手段で出た,その垢合

には,不法出国罪,密出国罪という犯罪行為に当たり得るものですから,捜査又は頗査しているわけでございます｡今，

捜査中の事柄について,法務大臣の私がｺﾒﾝﾄすることは差し控えさせていただきます｡これは他の犯罪でも同じこと

でございまして,そこは申し駅ないのですが,私からのお答えはしかねるということで御理解いただければと思います。

【記者】

ゴーン氏の批判が限っているとおっしゃいましたが,どこが膜っているんでしょうか。

【大臣】

ゴーン被告人が日本の司法制度について,様々な御批判をされましたが,それについては,膜っている事柄が多いと

思います｡先ほど申しましたように日本の司法制度は,人権が保障され,そして,捜査機関は適正に捜査をしておりま

す｡また,身柄拘束のことについて言えば,膳手に捜査機関が身柄を拘束するということはできず,捜査犠関から独立し
た戴判所が判断をし‘その時に罪鉦隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるかどうかということを審査した上で,令状が発

付されなければ,捜審拶廻I土身柄拘束できません｡そのようなことについて,限った事実を述べていると思います。

【記者】

ゴーン氏は令状が必要ないとは倉っていないと思いますが。

【大臣】

令状が必要ないとは倉っておりませんが‘ゴーン被告人の今日の発首内容を見ますと, 『全く適正な手続を経ずに｣と

いうような御発首があったと思います｡私どもは法に則った｡法に配載されている適正な手続で行っておりますので,例

えば,全く法律に書いてもいない事柄で,不意討ち的に行っているとか,人権が全く保障されない形で行っているという

ようなことは当たらないと申したいと思います。

【記者】

先ほど大臣は, ｢逃亡によって罪を犯したことを会見で問われるとゴｰﾝ氏が返答に窮していた｣とおっしゃっていまし
たが,拝見していた時には,日本の検察の違法なメディアへのﾘｰｸについて返答されていて,暗に自分が罪を犯した

一方で,検察も同様の,より多くの違法なことをしているのではないかということを批判されてましたけれども,こちらのコ

メントに対する大臣の受け止めをお願いします。

【大臣】

先ほど申し上げましたのは,日本の法律に違反したからあなたはここにいるのではないですか,ということに対して,ｽ

ﾄﾚｰﾄに回答していないと私は受け取ったのですが,会見の直後ですし‘もしそこに娯解があったのであれば申し訳ご

ざいませんが‘今の寅問は,それとすれ違いでゴーン被告人が述べられたことについての質問だと思います｡そこのと

ころは,私はまだよく分析をしておりませんので,また分析をした上でお答えしたいと思います。

(以上）
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